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後でお知らせするとは言っていたけど…

登録番号なし

●月

31

事後的に交付されたインボイスや登録番号
のお知らせを保存することが必要です！

※ 保存できなかった場合、翌課税期間において仕入税額
控除を調整することとして差し支えありません。

↑ 
申告期限

事前にインボイス発行事業者の

登録を受ける旨が確認できたとき

は、仕入税額控除可能です！

基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が５千万円

以下の事業者は、令和５年10月１日～令和11年９月30日までの間、税込１万円未満の課

税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能（「少額特例」といいま

す）ですので、上記対応は不要です。

※ 「基準期間」とは、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいい、「特定期間」とは個人事業

者については前年１～６月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後６月の期間をいいます。

売手から登録番号のお知らせ
が届かないけど、仕入税額控除
していいのかな…？

お知らせは事後的に保存

できればいいのね！

１万円（税込）は、一回の

取引金額で判定しますので、

ご注意ください！

【具体例 ①】12月３日に５千円の
商品を購入し、12月10日に７千円
の商品を購入

【具体例 ②】12月10日に５千円
の商品と７千円の商品（合計１万
２千円）を同時に購入

１万円未満ならインボイス

の保存はいらないんだな！

特例の対象としてインボイス
の保存は不要

特例の対象外のためインボイス
の保存が必要

１商品ではなく、１回の取引が１万円

未満かで判断するってことか！

買手の対応


